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　私は、中学三年生になり修学旅行で京都・奈良へ
行ってきました。日本の奥深い文化に触れることが
できたり、私達は色々な事を学びました。そんな中、
私は衝撃を受ける一つの光景を目にしました。
　京都のある駅で私たちは乗車予定の電車を待って
いました。そのホームには同じく、修学旅行で来て
いる中学生が私達以外に二班と、数人の市民の方が
いました。そして、一人のお年寄りの男性がゆっく
り歩いてきました。そのお年寄りは昔、事故か何か
にあってしまったのか、体に障がいがあるようでし
た。しかし、一生懸命歩いていました。重そうな荷
物をもって…

　私は、最初少し驚きましたが一生懸命な姿を見て
応援したくなってきました。すると、同じホームに
いたどこかの中学校の男子生徒がそのおじいさん
を見て笑いました。そして、ヒソヒソと話をしてま
した。
　おじいさんはすぐその事に気づいた様でしたが、
何も言わずにそのまま立ち尽くしていました。私は
本当にショックでした。同じ中学生として恥ずかし
くなってきて、私がおじいさんに謝りたいくらいで
した。

人権作文集～こころ～　より

「人間なのだから・・・」　前編
問合せ　
教育文化振興課　☎991-1873
企画財政課　　　☎991-1815

ひとりで悩まず
 すぐ相談！

消費者ホットライン
188 局番なし

又は
松伏町

消費生活センター
☎ 991-1854

　民法の改正により2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。未成年者が親の同意を
得ずに契約した場合、原則、その契約は取消すことができますが、成年になって結んだ契約を取り消すこと
は難しくなります。
　今まで20代前半の若者に多くあった「オンラインサロン」「副業」「ファンド型投資」等のトラブルに、4
月からは高校生を含む18歳以上の方がより巻き込まれる恐れがあるので注意しましょう。

１８歳で大人に

大学の先輩に「投資で簡単に儲け
る方法を教えるオンラインサロン
がある。入会金・参加費に38万円
かかるが、すぐ元は取れる」と勧
誘を受けた。お金が無いと断った
が、先輩に言われ「留学」を理由
に学生ローンで借金した。サロン
に参加したが投資に関する内容が
薄く、全く儲からなかった。

�・簡単に儲かるうまい話はありません。
・�ウソをついて借金するのは絶対やめま
しょう。

・�契約前に書面で内容をきちんと確認し
ましょう。

・�親しい知人でも、きっぱり断ることが
大切です。

　不本意な契約をしたり、不安を感じた
ら消費生活センターにご相談ください。
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